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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２６年６月７日 １１時００分ごろ 

発生場所 茨城県鹿島港の中国木材岸壁付近 

 茨城県神栖
か み す

市所在の鹿島液化ガス共同備蓄基地シーバース灯から真

方位２６４°２.２海里付近 

（概位 北緯３５°５５.４′ 東経１４０°３９.７′） 

事故調査の経過  平成２６年７月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 由良
ゆ ら

丸、７４４トン 

 １４０６３８、由良機船株式会社、由良海運株式会社 

 ８５.６８ｍ×１３.００ｍ×７.４０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１９年１０月３１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成７年８月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月２日 

  免状有効期間満了日 平成２７年８月２０日 

航海士Ａ 男性 ４９歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１５年７月４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年５月７日 

  免状有効期間満了日 平成３０年７月３日 

航海士Ｂ 男性 ６２歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５２年１月７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年２月２５日 

  免状有効期間満了日 平成３１年３月８日 

 死傷者等 重傷 １人（航海士Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、航海士Ａ及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、鹿島港

の中国木材岸壁（以下「本件岸壁」という。）に左舷着けした状態か
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ら他の岸壁に移動するため、船長が船橋で操船を行い、船首甲板にお

いて、航海士Ａが作業の指揮を執り、航海士Ｂが係船ウインチの操作

に就いて離岸作業を開始した。 

 船長は、右舷方から風力５の風を受けている状況下、船首を右に振

るようにバウスラスタを作動させるとともに、舵（シリングラダー）

を左一杯に取って機関を前進にかけて本船を本件岸壁から並行に離す

一方、本船が前進して本件岸壁の船首方にある浅所に乗り揚げないよ

うに、おもてスプリング（係留時に船首から後方にとる係船索、以下

「本件係船索」という。）１本を残すこととした。 

 船長は、操船を行いながら、航海士Ａに対して本件係船索の操作方

法をマイクで指示し、航海士Ａは、左舷船首の本件係船索が通るフェ

アリーダの横から本件係船索の状態を確認しながら、航海士Ｂに指示

をしていた。 

本船は、バウスラスタの出力を少し下げて機関の出力を増し、岸壁

から約船幅分離れた時、緊張していた本件係船索からピシッと音がし

たので、航海士Ａが貨物倉のハッチコーミング脇の左舷通路へ待避

し、航海士Ｂが係船ウインチを操作して本件係船索を伸ばしたもの

の、平成２６年６月７日１１時００分ごろ本件係船索が破断した。 

航海士Ａは、船内に跳ね返った本件係船索が当たり、その場に倒れ

た。 

 船長は、航海士Ｂから本事故の報告を受け、機関長へ状況を確認す

るように指示を出し、本船を再び本件岸壁へ着け、機関長が救急車を

要請した。 

 航海士Ａは、救急車で病院に搬送され、左大腿
たい

轢
れき

断、右大腿骨遠位

端開放骨折等と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 東北東、風力 ５ 

海象：潮汐 高潮時 

 その他の事項 

 

 本件係船索は、直径が約５５mm の合成繊維製のクロスロープで、先

端部から約１５ｍのところで破断しており、破断面には、傷等の部分

から切れたような様子は見られず、破断部から先端部分までが岸壁の

ビットに残り、破断部から係船ウインチまでの部分が船首甲板に落ち

ていた。 

航海士Ａは、ハッチコーミング脇の左舷通路で倒れており、周辺に

は、本件係船索が当たって生じたと思われる塗料の剝離が、数か所に

見られた。 

 本船は、係船索の点検を、日常的には、着岸作業時に甲板上に振り

出して行い、また、船長の指示で月に１～２回ほど定期的に行ってお

り、時折前後の振替作業を行い、毛羽立つような部分があれば、その

前後で切断してスプライスでつなぐなどの補修を施しながら使用し、

着岸の際に他所と接触する部分には、擦れ止めをあてがうなどしてい
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た。 

船長及び航海士Ｂは、予備品として新品の係船索を搭載していたも

のの、本件係船索の外観及び使用状況から判断して、本件係船索を交

換する必要性を感じていなかった。 

 航海士Ａは、作業衣の上に雨合羽を着て、ヘルメットを着用してい

た。 

 航海士Ｂは、本事故時、係船ウインチの操作を行っており、航海士

Ａがハッチコーミングの陰に移動したため、航海士Ａの状況を確認で

きなかった。 

 船長は、過去に別の船において、係船索の破断を何度か体験してお

り、その経験から、乗組員に対しては、日頃の打合せ時に、係船索の

取扱いに関する注意を行い、また、離着岸時に綱取り業者が岸壁上で

係船索の延長線上にいる時には、危ないので移動するように注意を与

えていた。 

船長は、本事故後、風が強かったので、バウスラスタ及び機関の使

い方がふだんより強かったかもしれないと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、鹿島港の本件岸壁において、風力５の風を右舷側から受け

る状況下、本件係船索１本を残し、左舷着けの状態からバウスラス

タ、シリングラダー及び機関を操作して離岸作業中、船尾をより右に

振り出そうとして機関の出力を増した際、緊張していた本件係船索が

破断したことから、船内に跳ね返った本件係船索が航海士Ａに当たっ

て負傷したものと考えられる。 

 本件係船索は、船長が、風が強かったので、ふだんよりバウスラス

タ及び機関を強く使用したことから、本件係船索に強度を上回る張力

がかかったものと考えられるが、本件係船索が破断するに至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、鹿島港の本件岸壁において、風力５の風を右舷

側から受ける状況下、本件係船索１本を残し、左舷着けの状態からバ

ウスラスタ、シリングラダー及び機関を操作して離岸作業中、船尾を

より右に振り出そうとして機関の出力を増した際、緊張していた本件

係船索が破断したため、船内に跳ね返った本件係船索が航海士Ａに当

たったことにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、船長は、次の改善措置を採った。 

・左舷側の係船索を全て新品に交換した。 

・船首部のフェアリーダ等の部分に、作業時の立入禁止区域を明示

した。 
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今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・離着岸作業中、緊張した係船索付近での作業は極力避け、必要な

場合には、作業終了とともに同係船索から離れるように注意する

こと。 

 


